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1 障害があっても安心して暮らせる社会を作るために－成年後見制度を市民の手に－ 

第 6回日本司法精神医学会大会公開シンポジウム 

障害があっても安心して暮らせる社会を作るために 

―成年後見制度を市民の手に― 

司会 斎藤 正彦 

 

斎藤 ようこそおいでくださいました。「第６回日本司法

精神医学会大会」が、明日からここで開催されます。司法

精神医学という分野は、罪を犯した精神障害の患者さんの

処遇ですとか、あるいは今日お話を申し上げる、成年後見

制度などの民事的な案件に関わる精神医学を研究する学

問の分野でございます。 

 今日はその学会に先立ちまして、「障害があっても安心

して暮らせる社会を作るために―成年後見制度を市民の

手に―」というテーマで、公開シンポジウムを開催いたし

ます。私は「第６回日本司法精神医学会大会」を主幹いた

します、埼玉県にございます和光病院の院長をしておりま

す斎藤正彦でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 今日は３人の先生方にご講演をお願いいたしますが、そ

れに先立って成年後見制度に関する私の考えを若干述べ

させていただきます。成年後見制度はご存じのとおり、

2000 年に制度が変わって新しい制度が発足いたしました。

その発足の主旨は自己決定の尊重、あるいはノーマライゼ

ーションと言われるように、従来家の財産を守るというこ

とを主眼にした禁治産、準禁治産制度を改めて、個人が自

分の持っているものを活用して、自分らしい人生を全うす

るためにこの制度を使っていこうという主旨でございま

した。 

 しかし平成 18 年度の実績を見ますと、後見審判が２万

9320 件であったのに対して、保佐累計は 2030 件、補助累

計に至っては 859 件ということです。制度が発足して７、

８年、今年で 10 年になりますが、10 年たっても依然とし

てこの制度の使われ方は、主として能力を失ってしまった

後で、周囲の人がその人の財産を守るためにこの制度を利

用するという形式で行われています。必ずしも障害を持つ

人が、安心して生活をするために自分の考えでこの制度を

利用するというふうにはなっていないのではないかとい

う問題がございます。 

 ちなみにこの 10 年間に、私は 120 件の後見制度に関す

る診断書や鑑定書を書きましたが、120 件の中で本人の同

意を必要とする補助の診断書というのは４件だけでござ

いました。４件のうちたった１件が本人の希望でこの制度

を利用した。後の３件は家族としては保佐か後見にしたか

ったけれども、障害が軽すぎて補助にしかならなかったと

いう案件でございました。 

 ちなみに最高裁判所の統計によれば、本人による成年後

見制度の申請というのは、2.9％、３％ぐらいであります。

私の受件例でも大体そのぐらいでございますので、そうい

う傾向が制度発足以来 10 年間続いております。 

 それから成年後見制度に関してもう一つ重要な問題は、

資産のない障害者、家族もない障害者というのが増えてき

た。資産はないけれども年金がある、あるいは生活保護費

がある、それを自分で使えない。そういう人が成年後見人

に後見料を払ってしまうと、生活費が残らない。かといっ

てそのお金を管理する人がいない。 
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私が若いころは、例えば精神科の病院では病院が全部生活

保護費を預かる、それでマネジメントするというふうなこ

とが行われておりました。それがうまくいっている例もあ

ったし、病院の不正の温床になる制度でもありました。従

って、成年後見制度に私が感じている二つ目の問題点とい

うのは、お金のない人、大きな資産もなく家族的な資源も

ない人が、果たしてこの制度で自分の生活を守れるのかと

いう問題でございます。 

 

本日は、３人のシンポジストをお招きしております。順

番に 30 分ずつお話をしていただいて、その後フロアの皆

さま方を含めてディスカッションをさせていただきたい

と思います。ぜひ積極的にご参加いただきたいと存じます。 

 本日のシンポジウムはユニベール財団の助成を受けて

行われております。 

 それでは３人のシンポジストをあらかじめご紹介申し

上げます。お一人目が早稲田大学大学院法務研究科教授で

副総長でもいらっしゃいます田山輝明先生です。田山先生

は成年後見制度について大変お詳しい先生でいらっしゃ

います。介護保険法と当成年後見制度を合わせたようなド

イツ世話法という法律がございますが、そういう外国の制

度についても大変詳しい先生です。 

 それからお二人目は千葉大学大学院専門法務研究科教

授の小賀野晶一先生でいらっしゃいます。小賀野先生のご

専門は、成年後見制度における身上監護ということであり

ます。身上監護と言いますのは、成年後見人は財産を管理

するだけではなくその後見を受ける人の生活が立ちいく

ように、そのために必要な決断をしなければならないとい

うことなのです。ややもすればそれが形骸化してしまう、

十分にその機能が果たされていないという状況がござい

ます。小賀野先生は、その身上監護の規定について長く研

究をしていらっしゃいます。 

 それから３人目は世田谷区社会福祉協議会の田邉仁重

さんです。田邉さんは世田谷区の社会福祉協議会の成年後

見支援センターというところで、長くお仕事をしていらっ

しゃいました。先ほど私が申し上げましたあまり大きな資

産がない、十分な家族的な支援が得られないというふうな

人を社会福祉協議会が中心になって後見をするという制

度を、長くマネジメントしていらっしゃったご経験をお持

ちです。 

 それでは最初に早稲田大学の田山先生から 30 分間のご

講演をいただきます。 

 

 家族の支援を受けにくい高齢者と成年後見制度 

田山 輝明（早稲田大学副総長）    

 

田山 ご紹介いただきました田山でございます。今斎藤先

生のほうから、今日本で成年後見法と言われている法律の



 

3 障害があっても安心して暮らせる社会を作るために－成年後見制度を市民の手に－ 

沿革等も含めましてお話をいただきました。とはいえ、成

年後見や成年後見法と言ったときに、どのくらいのことを

意味するのかということについて、若干前置き的にお話し

申し上げておいたほうがいいかと思います。先ほどのお話

で後見保佐、補助という言葉も出てまいりましたので、そ

の辺についてお話を申し上げたいと思います。 

 すでにここにおいでの皆さまはご存じだと思うのです

けれども、改めて後見、保佐、補助と言われるとなかなか

分かりにくいという点がございます。先ほどのお話にもあ 

りましたように、古い制度では禁治産、準禁治産というふ

うに呼ばれていた制度であるわけですが、それは２類型で

す。今の日本の制度は３類型になっております。 

 その対応関係は、禁治産、準禁治産が現在の後見と保佐

に一応対応します。それで第３類型の補助というのは、も

う少し判断能力の点では不十分さが軽いタイプです。自分

で相当なところまでは判断できるけれども、財産管理等々

も考えたときに援助があったほうがいいような方のため

の制度です。そういう症状の能力状態の方に利用していた

だこうということで、使いやすさを考えながら補助を創設

しました。判断能力がおありになりますので、あまり法律

行為をするための能力（行為能力）を制限したりしないで

できるだけ制限を小さくして、利用しやすいものにして使

ってもらおうとことで、３番目の類型を作ったのですけれ

ども、先ほどご紹介いただきましたようになかなか利用さ

れていません。 

それは分からないではないのです。判断能力があればあ

るほど、つまり保佐の利用に適したような方であればある

ほど、ご自分の判断で相当なところまで事務処理ができる

わけですから。従って制度を仕組むときも、補助制度の利

用をするときには、原則的にご本人の同意がなければなら

ないというふうに仕組んだわけであります。そうなるとな

かなか、例えば高齢者の場合には、「俺はまだ大丈夫だ」「ま

だまだ若い者には負けないぞ」というようなことも含めま

して、補助人が付いたほうがいいと客観的には思われる場

合でも、本人が同意しないということが一つはございます。 

家族に囲まれている人が多いという前提をもし取るとい

たしますと、財産管理面などでも家族は、家族的な愛情で

やれるところまでは支えていくと思われます。いよいよ例

えば認知症の症状が悪化して、重度になってきてもう駄目

だということになったら、ぎりぎりのところでそれでは成

年後見制度を使いましょうという話になる。その段階で家

庭裁判所その他の機関に相談いたしますと、あなたの場合

は狭い意味での後見制度の利用が適切ではないですかと

いうような話になってきます。その他にもいろいろな理由

はございますが結局先ほどお示しいただきましたように、

圧倒的に後見制度が利用されているというのが現状でご

ざいます。 

 この三つの類型のどれを使おうかと考えるときに、基準

になるのはやはり真ん中の保佐制度であろうと思うので

す。民法 13 条は保佐制度の内容を定めています。次のよ

うな行為をするについては保佐人の同意を得なさい、同意

を得ないでやると取り消しされることがありますという

ことで、いくつか重要な法律行為が挙がっているわけです。 

 全部紹介するわけにはいきませんが、最初には元本を領

収したり利用したりすること、借財または保証をすること、

つまり保証人になることです。不動産その他重要な財産を

処分することなどがずっと挙がっています。そういうよう

なことについてだけ援助（保佐）し、法律的な行為につい

ては保佐人の同意を得ることとし、もし同意を得ないで契

約したら取り消しという形で対応します。つまり、本人は

通常の生活の上でのいろいろな行為はある程度できるの

だけれども、13 条に挙がっているような重要なことについ

ては、同意権と取消権の制度で守っていこうというのが保

佐制度です。 
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 それよりも症状の重い方は後見ということで、ご本人が

後見人の同意を得ながら自分で法律行為をするというこ

とを想定していません。むしろ後見人が代理して代わりに

行うという発想です。補助の場合は保佐よりもっと軽いわ

けですから、本当に限定して具体的に、例えば今ご本人が

住んでいる不動産について、それを処分するようなことが

あれば、それについては同意がいる。または特定の行為に

ついてだけ補助人の代理権を設定してくださいなどとい

うことで、ほとんど全部自分でできるというのが補助類型

ということになっているわけであります。 

 民法が三つ類型を用意したということは、様々なニーズ

に対応するためであります。例えば、今私は 66 歳ですか

ら、前期高齢者の領域に入っています。このくらいの年に

なってまいりますと、自分の財産管理能力に自信がなくな

ります。そこで成年後見制度の利用が問題になります。今

申し上げた後見制度は民法が定めている後見制度ですの

で、法定後見制度と呼んでおります。弁護士を頼むほど私

は財産を持っていないから、本当はそんな必要がないので

すけれども、仮に財産を持っているとしましたら、法定後

見制度のお世話になるよりも自分で後見人を、例えば自分

の教え子で信頼できる弁護士に「僕の後見人になって」と

いうことを契約でやっておく、ということを考えるかもし

れません。 

 これは、やはり 2000 年の 4 月から任意後見法という法

律でやれるようになっています。ただ、公正証書でやらな

ければいけないなど、なかなか内容的にも難しい面があり

ますので。後でちょっとお話ししますけれども、若干の注

意が必要です。ですから、大きく分けますと何もしないで

いて、例えば、私が間もなく認知症になってしまったとい

う場合に、私が利用できるのは三つの類型の法定後見とい

うことになります。 

 法定後見になってしまいますと、私の後見人に誰がなる

かというのは分からないです。後見の申請するときに私の

親族が後見人候補者としてそこにしかるべき人を書いて

くれるかもしれませんが、私の意思ではもはやできないで

しょう。しかし今だったら、自分が信頼できる人を任意後

見人にするということができるわけであります。 

 

 さてそういうことで、大きく法定後見と任意後見に分か

れる。法定後見がさらに三つのタイプに分かれる。という

ことでいいわけですが、つまり保佐、補助も含めて、そう

いうことを全部ひっくるめて成年後見と言うことがあり

ます。本当は成年後見人と言わないで、文書で書くときは

成年後見人等と言うほうがいいでしょう。そういう人たち

がどういう権限を持つかが問題になります。成年後見人の

権限ないし義務は財産管理面と身上監護面です。生活をし

ていく上で財産管理そのものではないのですが、自分自身

の健康などをいろいろ見ながら対応してくれるというこ

とも後見人の任務であるわけでして、それを仮に身上監護

と言っておくことにいたします。身上監護につきましては、

小賀野先生のほうでお話しいただけるということでござ

いますので、そこでまたご説明願いたいと思います。 

 法定後見を利用しようと思ったときに家族の支援が得
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られれば、つまり４親等内の親族がいれば動いてくれるわ

けですが、なかなかそれが見つからない、そもそもいない

という場合もあるわけです。民法はそういう場合に、検察

官が代わりに後見等の申立てをする。別に犯罪を犯してい

るわけではないですけれども、検察官が登場します。検察

官というのは、犯罪人を起訴するなどの仕事がメインでは

ありますけれども、しかし公益代表としていろいろな仕事

をするということも、もともとの任務としています。歴史

的にそうなのです。フランスの検察官もそうでありますし、

日本の民法はフランス法の影響がかなり強いので、検察官

がこういうところに出てくるのは当然なのです。 

 ところで、日本で親族等の支援が受けられない人が後見

制度を利用したいというときに、検察庁に行ってお願いし

ますと言ったら、民法にそう書いてあるわけですから、本

来やらなければいけないでしょう。だけどなかなか本業の

ほうが忙しくて、あれやこれやでうまく対応してもらえな

い。ですから、最高裁で出している司法統計を見ましても、

年間１件か２件です。よほど特殊な例があるだけです。 

 それで 2000 年４月１日から施行された今の成年後見法

の改正のときに、私は申立主義をやめたらどうだというこ

とを盛んに申し上げたのですけれども、聞き入れてもらえ

なかったのです。 

 申立主義をやめるというのはどういうことかというと、

例えば、私が孤独でどこかのマンションかアパートで生活

している人間だとします。親族がいないのです。いてもど

こか遠くのほうにいて全然おつきあいがない。だけれども

お隣には私のことをよく知っている人がいて、うちの隣の

田山さんは最近ちょっとおかしい、どうも生活が普通では

なくなっている感じがする。誰かがサポートしてあげたほ

うがよろしいというふうに思ったら、その隣人が東京の家

庭裁判所へ駆け込んで、「田山さんについて後見人等でも

付けてあげたいと思うのだけれども」と言えば、そこから

先は裁判所が職権でやってくれるという立法主義もあり

ます。 

 日本の現行のシステムですと、そのような私がいて隣人

が家庭裁判所に行っても、あなたは親族ですか、親族では

ないと申立ては駄目ですねという話になってしまいます。

申立てがなければ裁判所は動けませんということで、後見

等は実現しない。これだけ少子化、高齢化が進んで困って

いる独居の高齢者がいるのにおかしいじゃないか、なんと

かしたらどうだということで、申立主義はやめろと盛んに

言ったのですが、それは駄目だということで、その代わり

三つの障害者関係の法律、老人福祉法、知的障害者福祉法、

精神障害者保健法という三つの特別法の中に、市長さん

（首長）が代わって申立てをすることができるという規定

を作ってくれたのです。 

 だから検察官のところまで行かなくても、区長さん、こ

こは文京区ですから文京区の区長さんが申立てをしてく

れるということになっているわけであります。 

 ただ、三つの法律のいずれかに該当しなければなりませ

ん。私などは老人福祉法のほうで大丈夫だと思うのですけ

れども。そうではなくて、単にけがをして意識を失ってい

るとか、高次脳機能障害の方は果たしてどの法律の該当す

るのかというようなことが分からないという点が議論さ

れました。三つしかないわけですから、どれかに当たらな

いと首長申立てができないわけです。というような厄介な

問題があります。 

 そういうことがありますけれども、先ほど申し上げた高

次脳機能障害の方などについては、お医者さんのほうでも

心得ていて、あうんの呼吸で証明書を書いてくださるよう

でして、今は実際上申立てができるようです。というよう

なことで、家族の支援がなくても、後見制度の利用は可能

であるというふうになっているのであります。 

 それから後見制度というのは、裁判所の門をくぐらない
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と使えない制度なのです。任意後見の場合でも公証役場へ

行く必要がありますし、監督人を付けるときはやはり家庭

裁判所のご厄介になるということであります。そこで司法

ではない福祉の世界で、非常によく似た、先ほど斎藤先生

のところでもちょっとお話が出ましたけれども、福祉サー

ビスのほうでできないかということで、2000 年４月１日を

さかのぼること半年ぐらい前から、地域福祉権利擁護事業

（地権事業）というのが動き出しました。これは介護保険

の施行が成年後見法と同時施行で、2000 年４月１日だった

ということもあると思うのですが、その半年前から地権事

業が始まったのです。 

 後に社会福祉法が施行されましたら福祉サービス利用

援助事業というのが正式名称になって、最近ではまた日常

生活自立支援事業という名前に、これは予算の関係などい

ろいろあるらしいのですが、また変わってきております。 

 要するに地域の社会福祉協議会が、地域だけではなく都

道府県も含めて動いて、成年後見に近いサービスをやって

くれるということになっています。地権事業等は社会福祉

協議会との間の一応契約関係ということになっているも

のですから、最小限度、自分が何を社協にお願いしている

かということを理解できるだけの判断能力が、前提になっ

ているわけです。 

 ですから、まず地権事業で受け入れて、例えば高齢者の

場合は認知症がだんだん重度になっていくと、その場合に

これではもう無理だということになりましたら、その段階

で社協のほうから、今度は裁判所の司法のほうの領域の後

見制度へと導くことになります。この場合はおそらく三つ

の中の最も重度の後見制度となると思うのですが、そちら

のほうへつないでいってもらうということです。このよう

に福祉のサービスの分野から司法的なサービスの分野へ

のルートが一つございます。 

 先ほどちょっとそれとは全く別に、任意後見制度という

のがあるというお話をしたのですが、それについてもうち

ょっとお話をしておきます。任意後見というのは、例えば

財産をたくさん持っている人の場合は、契約で特定の弁護

士さんとに後見を頼むのです。弁護士である必要はないの

ですけれども、不動産中心でそれほどの大した財産でもな

いということであれば、不動産関係ですと司法書士さんが

結構そういうことに慣れていらっしゃいます。弁護士より

も費用の点で若干お安くやってもらえるかもしれないな

ど、いろいろなことを考えて司法書士さんにお願いするこ

ともあるでしょう。 

 

それから自分の場合は財産がどうこうということより

も、健康や身上面でのケアが大切だということであれば、

社会福祉士さんにお願いをして、任意後見人になってもら

うということもあるだろうと思います。 

 任意後見契約というのは、今の私が契約を結びまして、

例えばアルツハイマー型の認知症になってしまって急速

に悪化していってもうこれは無理だということになった

ら、その関係者が家庭裁判所に行って、田山さんのために

後見契約を結んであるので、監督人を付けて任意後見人が

動けるようにしてやってくれと申し立てるのです。この時

点までは任意後見受任者と言っていますけれども、その人

が監督人の選任を申立てるのでいいのですけれども。家庭

裁判所が、それでは監督人を付けましょうということで付

けてくれると、そこから任意後見関係が始まるわけです。 

 監督人をなぜ付けるかというのは、例えば今の私が非常
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に高価なものを処分するときに、自分の教え子の弁護士に、

「君頼むよ」と言って頼んだ場合は、私がその弁護士をコ

ントロールできるわけです。委任契約というのはそういう

ものだと思うのです。信頼関係が前提ですけれども、委任

をする側が受任者をコントロールできるというのが前提

であります。ところが私が重度のアルツハイマー型の認知

症になってしまったという場合は、そこで委任関係が動き

出すのですが、私は受任者をコントロールできないのです。

そこで、私の代わりに任意後見人を監督してくれる人を裁

判所が選んでくれたら、そこから後見が始まるということ

であります。 

 ただそのときに、今の私が、自分でやれるところまでや

れるから将来頼むというタイプと、将来頼むのだけれども、

最近細かいことをやるのが厄介だから、任意後見ではない

普通の委任契約を同時に結んで、あんたに頼むよと言って

一定の権限を与えてしまう。普通の委任契約から任意後見

契約に移行するタイプなので、これを移行型というのです。

移行した後ならば監督人がいるのですけれども、移行する

前で結構認知症が進んでいるような場合については監督 

する人がいないのです。 

新聞でよく報道される「後見の闇の部分」と言われてい

るのは、そこのところなのです。したがいまして、任意後

見契約を利用する場合は、そういう時点での着服等の不正

が起きないように、できるだけいろいろな人に、私は任意

後見契約を結びましたとしゃべっておいたらいいと思う

のです。そうすると案外不正がばれやすいと思います。二

人だけで極秘でやりますと、ばれにくいのです。 

 さて、それからもう一つ。成年後見制度というのは民法

上の制度ですから、非常にプライベートな制度だという意

見があるのですけれども、私はそれに対してはちょっと違

う意見を持っております。後見人が登場してくるというと

きは、家庭裁判所の任命が必要です。家庭裁判所というの

は言わずもがなですが、国家機関であります。国家機関で

ある家庭裁判所が登場してきて、いろいろお世話をするわ

けでありますから、これはこういう高齢化が進んだ社会で

あればあるほど、国家の国民に対する任務であります。 

 つまり、さまざまな憲法上の任務などを背負って、それ

を実現していくのが、家庭裁判所を媒介にして任命された

後見人なのだと考えるべきです。こういうふうに考えてい

くことによって、後見人はご本人との関係における、プラ

イベートな関係はもちろんあるのですけれども、それに尽

きるものではないという点が明らかになります。この制度

は本来公的なものだということを認識していただく必要

があろうかと思います。 

 成年後見の例ではないのですが、未成年後見の例で、お

ばあちゃんに当たる人が未成年者の後見人になって、自分

の孫の財産を使い込んで業務上横領罪で起訴されたとい

う例があるのです。普通ですと、そういう直系の親族です

と、横領などの罪を犯しても親族相盗例と言いまして、刑

が免除になってしまうわけです。つまり処罰されないです。

この事例でもそういうことを主張したのですが、これに対

して最高裁は、確かにおばあちゃんが孫の財産を使い込ん

だのだけれどそのおばあちゃんは実は未成年後見人とし

て財産管理をしている立場で、横領罪を犯したのだからこ

れは親族相盗例の適用事例にならないという判断をしま

した。 

 この判決は、そういう意味でいうと、未成年後見の例で

はありますけれども、まったく成年後見についてもその主

旨は同じだと思うのです。後見人というのはそういう意味

で、公的な任務を帯びているということが認識されるよう

になったと考えてよいと思います。 

 さて、そろそろまとめに入りますが、成年後見人につい

ては、選任される過程などについては、先ほど首長申立て

の制度などいろいろそういうものも用意されているので
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すが、実際に任命された後については一体誰がサポートし

てくれるのかという問題があります。 

 これは親族も含めての問題なのです。親族後見をされて

いる方はたくさんいると思うのですけれども、親族後見人

になった後、どこかでちゃんと指導や相談に乗ってくれる

かというと、一応家庭裁判所が監督することにはなってお

りますけれども、それはもう件数が増えてくればくるほど

ほとんど何もしてもらえないということで、事実上放って

おかれているということになるわけです。 

 こういう事態は各地域の行政でしっかりと受け止めて、

一口で言えばセーフティーネットという観点で、成年後見

センターのような組織を作って、相談に乗ったりサポート

したりしていく必要があるだろうと思うわけです。 

 先ほど斎藤先生から、私がドイツのほうで勉強したこと

があるというご紹介をいただきました。ドイツの制度でい

いますと、ドイツは「後見」に相当する言葉を使っていた

のですが、それは難しすぎるから「世話」（ベットロイウ

ンク）をするというような言葉に変えまして、世話をする

部局が、必ず地域の行政庁の中にあるのです。そこで後見

人をサポートしたり、ボランティア後見人の準備をしたり

いろいろな形で、日本でいえば家庭裁判所に相当する裁判

所をサポートしていくような、つまり普通の行政のほうで

も後見問題等について相当関与していくような体制にな

っております。 

 日本でもおそらくそれに近い仕事をしてくれているの

が、社会福祉協議会や福祉事務所などであると思います。

しかし、もう少しシステムというか、法的な制度として成

年後見制度をサポートして、もっと利用が活発に、使いや

すくなるように制度を改めていくように、関連の人たちが

努力をしていくべきではないだろうかと思います。 

 それから最後に、斎藤先生のお話の中で財産を持ってい

ない人が、成年後見制度を利用するということについて、

何か問題がないかということでありますけれども、これは

大いに問題があるわけです。成年後見制度を作るときに、

私は参議院の法務委員会に参考人で呼ばれて行って意見

を申し上げたのですが、そのときに、ある政党の参議院議

員の委員から、成年後見制度というのは財産を持っている

人のための制度なのでしょうと言われたのです。そういう

人のための制度でもありますけれども、しかしそうではあ

りません、と私はお答えをした。 

 つまり失うべき可能性のある財産をたくさん持ってい

るわけではないけれども、消費者問題等々の関連、それか

ら貸金業関係のことその他で、いろいろ財産的な被害に合

う可能性のある人はいるわけです。そういう人を守ってい

けるのも成年後見制度でありますから、必ずしも有産者の

制度ではありません、とお答えしたことを覚えております。 

 そういう側面があると同時に、だからといって、本当に

生活ぎりぎりの人が成年後見人を付けてもらえるかとい

うと、成年後見人には法定であれ、任意であれ、まず報酬

や費用がかかります。ご本人の財産から家庭裁判所が報酬

額を決めるわけですから、報酬も多少それなりに払わなけ

ればいけない。そういう前提になっておりますので、そこ

の点についてどうしたらいいか。先ほど申しました首長申

立ての手続きでいった場合に限って、または各都道府県や

市町村で、そういうことについて特別に条例等で配慮して

いる場合は別としまして、一般論としては日本では報酬・

費用についての公的援助はないのです。 

 ドイツでは、その点については、一定額の財産を越えな

い人、つまりあまり財産をお持ちでない方については、公

的費用で世話制度、つまり後見制度を使えるということに

なっています。その結果、ドイツでは、約 10 年間で 100

万件の利用があったのです。ドイツの人口は日本の人口の

３分の２しかありません。そういう国でそれだけの利用が

あった。日本ではどうかというと、先ほどちょっとご紹介
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いただきましたように本当にまだまだ不十分です。利用が

相当進んできたとはいえまだまだ年に何万件ということ

で、全部足しても 10 数万件ぐらいのところにとどまって

いるわけです。 

 ですからそういう意味でいうと、費用を払えない人につ

いてはある程度の公的な援助というものも、財政上の限界

を考えながら仕組まなければ、本当に利用しやすくなると

いうことにはならないのではないかと思います。ただしド

イツやオーストリアの例を見ますと、フランスもそうです

が、そういう公的支援を伴うような制度に仕組んだ国ほど、

財政問題が起こってきてしまっているのです。ですから、

その辺を十分検討した上でという前提付きではあります

けれども、公的支援というものを日本でも相当真剣に考え

ないと、誰もが後見人に対するある程度の報酬などを払え

るという前提で申立てができるという状態にはならない

ということを申し上げておきたいと思います。 

 私の持ち時間が終わりましたので、これで終わらせてい

ただきます。ご清聴ありがとうございました。 

 

斎藤 どうもありがとうございました。法律のお話ですの

でお分かりになりにくい点もあったかと思いますが、後で

ゆっくりディスカッションの時間がございますので、その

ときに質問をお願いいたします。田山先生、どうもありが

とうございました。続いて、小賀野先生にご講演をいただ

きます。小賀野先生には成年後見制度における身上監護制

度についてお話をいただきます。 

  

 

 

 

 身上監護という支援の必要性 

 小賀野 晶一（千葉大学大学院専門法務研究科教授） 

 

小賀野 ご紹介をいただきました千葉大学の小賀野です。

よろしくお願いいたします。ただ今、田山先生から成年後

見制度について大変分かりやすく、その仕組みをお話しい

ただきました。合わせて斎藤先生から二つほど大きな問題

提起があったかと思いますが、それに対する制度のあり方

としてのお答え、示唆もいただけたように思います。比較

法的な視点から長短を検討するというのは、大変重要な視

点だと思います。 

 私は斎藤先生から、身上監護という支援の必要性という

テーマを与えていただきました。成年後見が 10 年前に施

行された背景を見ますと、高齢化、少子化、都市化、国際

化などいろいろなことがスローガン的に言われていたわ

けですが、何よりも高齢少子化社会に入ったということで、

病気、けが、事故、事件、災害、自殺、あるいはメンタル

ヘルスなど、そういった私たちの生活に関わる不安が非常

に増大してきているということが挙げられるかと思いま

す。 

 そういった中で、従前は家族が弱い方々を支え合ってき
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たのだと思います。あるいはさらにはいわゆる村社会、地

域社会がそういった方々をお互いに支え合ってきたのだ

と思います。今日、急激な社会の変化の中で、そういった

支え合いが崩れてきているといった背景を受けて、介護保

険や成年後見の制度が導入されたということが言えるか

と思います。 

 従来の禁治産、準禁治産の制度は、名前に表れておりま

すように、財産を管理する制度ということでしたが、新し

い成年後見制度はそれに加えて身上監護という考え方を

導入しました。これは一口で申しますと、私たちの生活、

それから病気になったときの療養看護、すなわち生活と療

養看護に関する事務を支援する。その事務の遂行能力が下

がっている方々に対して、民法から支援するという仕組み

であります。 

 制度導入に際しては、身上監護は介護とイコールではな

いかという議論もありましたが、そうではないということ

が徐々に明らかになって、今日では身上監護と介護とは別

のものだと。密接に関連しているが介護とは違うのだとい

うことで、了解されていると思います。これも 10 年の成

果の一つだと思います。 

 先ほど制度導入の背景ということで高齢化などを挙げ

たわけですが、そういった背景事情で導入された制度が、

今日の、その後の社会の需要に応えているかということが

問われなければならないわけです。いい面としては、従前

は生活に対する民法からの支援というのは、成年者につい

てはやや希薄だったかと思いますが、それがちゃんと民法

の規定の中に位置付けられたということで、これは画期的

なことと思います。 

 民法は、私たちの生活に関する一般的なルールを定める

最も重要な法律です。その最も重要な法律の中に私たちの

生活を支援する仕組みが、未成年者と共に成年者について

も明らかにされたということは、素晴らしいことです。で

すから、そのことをよく認識をしてこの制度を発展させて

いくということが、私たちの使命ではないかというふうに

考えております。 

 この身上監護というのは先ほど介護ではないというこ

とを申しましたが、具体的には何なのかということです。

およそ私たちの生活を進めていく上で、事務や業務などい

ろいろな言い方がされるわけです。民法ではよく事務、そ

れから弁護士さん、司法書士さん、社会福祉士さんなどは

お仕事のことで業務という言い方をしていますが、同じこ

とを言っていますが、この事務や業務というのは大きく分

けると三つぐらいに分かれるように思います。 

一つは社会福祉系、社会福祉に関わる事務。二つ目は医

療に関わる事務。それから三番目にその社会福祉系の事務、

医療系の事務を取り除いた残りのもろもろの事務、一般的

な生活系の事務というふうに呼んでもいいかと思います

が、おおよそ大きく三つの事務に分けることができると思

います。このそれぞれの事務において、判断能力が衰えた

方についてどういう支援をしていくのかを決定する。これ

が身上監護の中身です。身上監護とはそういった事務につ

いて、どういった事務をしていくのがご本人にとってふさ

わしいのかを決定することです。 

決定するだけでは物事は動きませんので、それを実際に

つなげていくことが必要です。実際のお医者さんに医療を

していただく、治療をしていただくようにお医者さんにつ

なげていく役割、それから社会福祉のサービスを受けるた

めにその社会福祉の方々につなげる役割、これが必要です。

ですから身上監護はそういった決定をして、実際の援助の

もろもろのお仕事につなげていくという役割を担ってい

るかと思います。 

 このことは財産管理についても同じことが言えます。財

産管理ではつなげていくということはあまり意識されな

かったのですが、身上監護については成年後見人だけでは
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なかなかできない領域に及んでいるものですから、そうい

うつなげていくという役割が極めて重要になっているの

かと思います。 

 

以上を要約しますと、身上監護というのは生活や社会福

祉系の事務、医療系の事務について決定をして実際の援助

につなげる。そのために何をするかというと、一番重要な

のは契約を締結することだと思います。現代社会は契約社

会でして、契約で動いていくという側面があります。契約

を結べば、その相手方が実際にサービスなり医療なりを提

供してくださいますので、原則的にはそちらのほうに守備

範囲は移るわけです。しかし、事案にもよりますが、身上

監護人として、すべてそれでさようならということになら

なくて、的確に医療が行われているか、社会福祉サービス

が適切に提供されているかについて見守るといいますか、

そういう役割も担うことも考えられます。 

 ただし、そこのところをあまり広く認めていくと、身上

監護の担い手にとってはやや重荷になるわけですが、そこ

ら辺の責任範囲というか、義務の範囲というものについて

明らかにしておくことが必要だろうと思います。 

 それから契約と共に、実際に身上監護の担い手が事実行

為を行う。法律行為ではなくて実際に電話をかけたり、タ

クシーを呼んだり、病院に一緒にお供をしてお連れすると

いうような事実行為も、その決定と共に入っている。そう

でないと実際につながっていきませんので、ですからそこ

ら辺も含めて身上監護という概念をとらえることが重要

であると思います。 

 先ほど来、斎藤先生、田山先生から成年後見の利用とい

うことを強調されました。この制度はたくさん利用される

に値する制度ですが、なかなか現状では利用されていない。

思ったほど利用されていない。ドイツなど他国と比べても

非常に少ないということです。とりわけ軽いタイプの、法

定後見でいえば補助のタイプの利用が少ないですし、任意

後見の契約のほうは期待したほど活用されていないとい

う現状があります。 

 利用についていろいろなご提案がなされました。身上監

護のほうからさらに付け加えるとすると、成年後見制度が

利用されるためには、やはりこの制度が財産管理の制度で

あると共に、同じぐらい重要な位置付けとして身上監護の

制度である。このことがもう少しはっきり皆さん一人ひと

りの方々に認識されてくると、もっと利用が増えてくるの

ではないでしょうか。 

 2000 年に、同時にスタートした介護保険は全国で使われ

ている。それぞれ使われ方の背景が違うので一概に数で比

較することはできないかと思います。しかし、介護保険が

非常に利用されているのと比べて成年後見の利用が少な

いというのは、成年後見が依然として財産管理にウエート

が置かれていることがあるのではないかと考えます。です

から、これから利用の数をもっと高めていくためには、成

年後見制度は身上監護の制度なのだということをもっと

強調していくということが必要だろうというふうに思い

ます。 

このことは財産管理と身上監護を対立的にとらえようと

いうことではなくて、身上監護を進めるためにはどうして
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も財産管理は必要ですし、両者は一体的なものだと思いま

す。この点では今日ご来席しておられますが、弁護士の中

山二基子先生がご著書で財産管理という事務の中にも身

上監護の事務を含めて、いろいろ紹介されておられます。

財産管理と身上監護というのは不可分一体となっている。

ですから、成年後見は身上監護のための制度であり、その

ために財産管理も必要なのだという位置付けが必要にな

ってくるのではないでしょうか。 

 もう一つ、田山先生からは福祉との連関といいますか、

関連性の必要性ということが示唆されました。成年後見は

民法の制度であり、社会福祉とは違う制度というのが伝統

的な考え方です。学問分野は縦割りになっていまして、な

かなか社会福祉の先生方は成年後見については遠慮がち

にしか紹介されませんし、田山先生は例外ですが、ほとん

どの民法の先生方は社会福祉についてはあまり言及され

ません。伝統的には両分野は厚い壁がありました。 

それを打ち破る契機となり得るのが成年後見制度であり

ます。社会福祉との連関、あるいは医療も非常に重要です

ので、社会福祉と医療の双方と民法が密接に関わりを持っ

てくる。そういうふうな位置付けをしていくことが必要で

はないかと思います。 

 

先ほどから有産者という言葉が出ておりました。財産を

持っている者ということです。それで民法の体系を大きく

作り上げた先生として、我妻栄という大先生がおられます。

東大の先生です。我妻先生のご本の中に、民法の禁治産制

度は有産者のための制度であると書いてあります。これは

別に間違いではなくて正しいことを言っておられて、まさ

に財産の法律なのです。ですから財産を持っていない方々

にはある意味無縁の法律で、財産を持っていない方々は社

会福祉の世界で利益を得なさいという考え方だったわけ

です。 

 その考え方は決して間違いではありませんし、今日の民

法学の発展の基礎になっているわけです。しかし我妻先生

の時代から比べると、今日はまったく違う時代になってき

ています。その象徴的なものが成年後見制度だと思います。

成年後見制度を目の前にすると、従前の民法と社会福祉と

を有産者を対象にするかどうかで区分することについて

は、もはや再考する必要があるのではないかと考えます。

我妻先生はこの安田講堂でお話をされたかどうか私は分

かりませんが、我妻先生がおられた東大の安田講堂で今の

ようなお話をさせていただくのは、すごく感慨深いものが

ございます。新しい時代が到来しているというふうに思い

ます。 

 成年後見についてはいろいろな課題も指摘されており

ますが、まずは大きくどういう制度のあり方を提案してい

ったらいいのかということを、皆さまご一緒に考えていき

たいと思います。 

 最後にそういった考え方を進めるにあたって、非常に応

援をしていただくといいますか、励みになるというのが、

これは実務だと思うのです。民法の身上監護の規定が入る

など今のような制度の大枠を考えてみても、実務がそっぽ

を向いていると絵に描いたもちでして、何も動かないと思

うのです。 

 ところが 10 年間の弁護士、社会福祉士、司法書士その

他の関連専門職、社会福祉協議会の職員の方々、自治体の

方々のご努力、それから最も数多く成年後見人等を引き受

けられた親族、家族の方々のその全体の実務です。これは
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成年後見実務というふうに呼んでいいかと思うのですが、

この成年後見実務の中身を丁寧に見ていくと、身上監護の

重視ということが理論からはずれた暴言ではなくて、むし

ろあるべき理論、あるべき制度を言っているのではないか

ということを学ぶことができるように思われます。そうい

う意味で制度のあり方を考えていくときに、この 10 年間

の成年後見実務の実績を十分に考慮して考えていくこと

が必要ではないかと思います。 

 ということで、斎藤先生から与えていただきましたこの

「身上監護という支援」、「という」という言い方ですが、

なぜ「という」という言い方になっているかを想像します

と、身上監護があまり一般には知られていない。身上監護

と言っても一体それは何だというのが、残念ながらまだ多

く人々の認識ではないかと思います。そういう意味で「身

上監護という支援」という、少し遠回りのタイトルになっ

ておりますが、これが今後は「身上監護制度」や「身上監

護の支援」ということで、誰もが普通に使われるようにな

ることがあればいいというふうに思います。 

 最後に、先ほど来、統計的な数字、どのぐらい利用され

ているか、司法統計などのお話もございました。そういう

意味で統計数字は、裁判所のホームページでも見ることが

できます。その統計の項目として身上監護という項目が挙

げられています。これは素晴らしいことだろうと思います。

財産管理などいろいろな項目が挙がっている中に、対等に

身上監護という項目があって、数字が翌年度からずっと取

られているわけです。これはすごくありがたいお話だと思

います。そういう意味で成年後見実務をいろいろなところ

で肯定的に見よう、応援しようという動きを感ずることが

できます。どうもありがとうございました。 

 

斎藤 どうもありがとうございました。それでは小賀野先

生のお話についての質問も後ほどお引き受けすることに

いたしまして、最後のシンポジストをご紹介申し上げます。

世田谷区社会福祉協議会の田邉仁重さん、よろしくお願い

します。 

 

 障害のある方の暮らしを支える成年後見の実際 

 田邉 仁重（世田谷区社会福祉協議会） 

 

田邉 ただ今ご紹介にあずかりました、世田谷区社会福祉

協議会の田邉と申します。私の今日の役割は田山先生、小

賀野先生が先ほどからお話しくださっております成年後

見制度が、障害を持つ方の暮らしの中で実際にどのように

役立っているかということを、私どもの経験を通じてお伝

えすることだというふうに思って、今日は務めさせていた

だきたいと思います。このような有名な場所で発表させて

いただくのは本当に初めてのことで、とても緊張していま

す。もしお聞き苦しい点等ございましたら、どうぞお許し

ください。 

 私の所属しております団体は、世田谷区社会福祉協議会

と申します。この団体は社会福祉法に規定されておりまし

て、地域福祉の推進を担う社会福祉法人で、全国、都道府

県、それから各市区町村に１カ所ずつ設置されております。

住民から寄せられる会費を財源としまして、さまざまな地
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域活動を行っております。世田谷区社会福祉協議会では基

本理念を「いつまでも住み続けたい福祉のまち」と掲げま

して、高齢になっても、障害があっても尊厳を持って自分

らしい生き方ができ、また安心して次世代をはぐくむこと

ができる世田谷というまちを作っていこう。こういう理念

を持って、さまざまな機関、住民の方と共同して活動をし

ていっております。 

 この中で、判断能力が認知症や知的障害、精神疾患など

で十分でなくなっても、安心して地域に住み続けていただ

けるように、先ほど田山先生のお話にもございました日常

生活自立支援事業、法人後見業務、また世田谷区成年後見

支援センターの運営などの事業を実際に行っております。 

 本日は、法人として後見業務をさせていただいておりま

す、障害のある方の後見業務ということでご説明をさせて

いただきたいと思います。法人として成年後見に取り組ん

でおりますが、二つございます。一つは成年後見人です。

これは社会福祉協議会が法人として後見人を受任すると

いうことで、そのための要件を設けております。 

 要件の１つ目は地域福祉権利擁護事業、国では日常生活

自立支援事業といっておりますが、こちらの利用者で判断

能力を喪失した方。２つ目に身上監護を行う上で生活を維

持するために、保健、福祉、医療等の複数の関係者との調

整が必要であって、処遇に福祉的な配慮が特に必要なケー

ス。３つ目に苦情申立案件など行政との調整が整っている

ケース。最後に親族がいない、もしくはあっても疎遠であ

るなど、関係を拒否されていらっしゃる方で適切な法定後

見人を得ることができないケースという要件を設けて、受

任をしております。 

 現在では延べ６件のケースを受任いたしまして、うち高

齢者が４件、精神障害者が２件となっております。また類

型では、斎藤先生が先ほど来おっしゃっておられますが、

やはり後見類型が圧倒的で５件と保佐類型が１件となっ

ております。 

 法人として成年後見の二つ目で後見監督人というもの

も行っております。平成 18 年度から世田谷区成年後見支

援センターが養成をいたしました、区民成年後見人の後見

監督人を受任するということを行っております。受任実績

は延べ 24 件となっております。やはり高齢者が 22 件、精

神障害者が２件。類型では後見類型が 23 件と保佐類型が

１件となっております。 

世田谷区が養成しました区民成年後見人は、51 名になっ

ております。今年度も 13 名の方が受講中ということを聞

いております。すでに成年後見人として 24 件のケースを

受任しておりますが、東京家庭裁判所の方針ですべての案

件について、養成・支援に関わっております世田谷区社会

福祉協議会が、後見監督人として就任することという条件

を設けております。 

 区民後見人、私どもは世田谷区ですので市民後見人のこ

とを区民後見人と言うのですが、どういう方がなっておら

れるかというのをちょっとご紹介したいと思います。男性

20 名、女性 31 名、平均年齢が大体 55.9 歳です。内訳とし

ては、元会社員、元銀行員、公務員、福祉関係者など非常

に多彩な方々となっております。最近では早期退職をなさ

った方や、お仕事をしながらやはり社会貢献をしたいとい

うことで、若い方も入ってきてくださっています。 

 それでは、これからケースのことをご紹介いたします。

この方は 60代の女性です。受任当時は 50代でした。独居、

在宅で暮らしておられます。精神障害者手帳２級の方で、

ADL は完全に自立です。いろいろ診断を受けましたが、後

見類型です。ただ後見と言いましても、ご自身の意思は非

常にはっきりお持ちですし、行動力も非常にあるという方

です。ですが裁判所の鑑定を経て後見類型となっておら 

れる方です。 

 この方を受任する経緯なのですが、同居をしていた親の
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死亡によるということがまず一つです。親亡き後対策とい

われるものです。知人からの金銭搾取がありました。また

各種費用の滞納、親からの相続手続き、自宅の土地家屋な

どの財産ですけれどもそういったものが発生しておりま

した。日常生活を支える各種福祉サービスの契約、支払い、

こういったものも滞っておりました。関係機関との連絡調

整、資産管理を行う成年後見人が必要になったということ

で、区役所から私どもにご相談がありました。申立て人は

幸いにもご親族がいらしたので、親族となっております。

この方の生活方針は、成年後見人を選任し住み慣れた自宅

で生活をするというものでした。 

 

ただ私どもは、後見人として果たしてちゃんと責任を果た

せるかどうか非常に悩みまして、ずいぶん検討を重ねまし

た。ここにそのときの課題、心配ごとといいますかそれを

掲げました。一つ目は精神疾患についての知識、経験がな

く、本人の病状に対応することができるのだろうかとこと

です。私どもは、認知症の高齢者の方には非常に数も多い

ということで接する機会が多いのですが、精神障害の方は

あまり接した経験がなかったので、責任がちゃんと果たせ

るのかどうか心配でした。おそらく多くの成年後見人の方

もここで立ち止まられるか、悩むところかと思います。こ

こは地域の保健師、自立支援法の相談支援事業者、それか

ら主治医の方のサポートがあるということが分かりまし

た。 

 それから二つ目です。日々変わる本人の希望と行動に対

応し成年後見人としての責任が果たせるか。後で述べます

が非常に活発な方ですので、日々いろいろな活動をされて

います。そのときに成年後見人というのは、24 時間その方

を見守ることはできませんので限界があります。何かあっ

たときに、後見人として何をどこまで行えば責任を果たし

ていると言えるのかということが、やはり心配なところで

した。ここについては、世田谷区社会福祉協議会の顧問弁

護士でもあり、成年後見支援センターのほうの所長もして

いただいています弁護士の先生に、すぐ相談ができるとい

う体制が取れることになりました。 

 三つ目ですが、本人の希望を取り入れながら日常生活を

見守り、支援する体制を組むことができるかということで

す。ここについては、ヘルパーさんが確保できるというこ

とが分かりました。そこでやっと、私ども社会福祉協議会

も後見人として受任していこうという決定をして動き出

しました。 

 次に実際の申立ての支援ですが、この方の場合は区の保

健師と相談支援事業者が何度も本人との面接を重ねまし

て、成年後見に対する理解、申立ての同意を促して、成年

後見人候補者の選任のために私どもの方につなげてくれ

ました。こういった動きがありましたので、本人の納得の

上で申立てをすることができましたことと、当初から本人

が信頼をする支援者と連携できたことが、成年後見人の活

動のスタートに非常に大きな助けとなっています。実際に

は、平成 18 年の５月に成年後見人を受任しております。 

 それでは成年後見人としてどのような活動をしている

かということです。先ほど来お話が出ております、大きな

柱として一つ目の財産管理です。読み上げますと、一つ目

には相続手続きがありました。預貯金、有価証券、不動産

など。それからお隣の家との境界確定などという問題も飛

び込んできました。二つ目に固定資産税、水光熱費、医療
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費、福祉サービス利用料、習い事等の一切の支払いという

ものがあります。三つ目に日常生活費のお届けです。これ

は週１回現金を持って伺っております。１月分お渡しすれ

ばいいではないかと思われるかもしれませんが、１月分お

渡しするとおそらく１週間でなくなるという状況でした

ので、週１回、これが１週間の分ですという形でお届けす

るというスタイルを今も取っています。 

 四つ目に契約の取り消しです。自宅がありますので不動

産の売買、それから駐車場の賃貸契約。それから結婚した

いという願いをお持ちの方ですので、いろいろな結婚紹介

所などとの契約がありました。それから五つ目に、100 歳

までをめどとした生活設計ということです。これは家庭裁

判所のほうからその方の 100 歳までの人生を、お手持ちの

資産でいかにやりくりしながら生活を立てていくかとい

う課題を後見人は課されています。六つ目に、預貯金等の

保管、管理となっております。 

 続きまして小賀野先生からお話がありました、身上監護

面です。やはり障害をお持ちの方が自宅で暮らしていくと

いうことになりますと、この身上監護というところが非常

に重要になってまいります。一つ目は日常生活の見守りで

す。体調であるとか、それから重要なのは服薬管理です。

こういったことがきちんとできているかどうかの把握が

重要になります。それから二つ目はヘルパーですとか、各

種サービスの手配。手配だけではなく、結局契約も含まれ

ます。三つ目に自宅で暮らしておられますので、その維持

管理ということで、自宅の修繕です。家電製品の修理、購

入。お庭がありますので庭木の手入れ等の手配。こういっ

たものも後見人の仕事になります。 

 四つ目の受診同行です。やはり主治医、それからいろい

ろ体調的にも落ち着かないというか、受診が必要というこ

とでさまざまな病院に行かれますので、その同行や入退院

の手続きなどが入ってまいります。五つ目に関係機関の調

整です。主治医、保健師、相談支援事業者、ヘルパー、習

い事講師、各種業者、外国人の友人であるとか、または彼、

または保証人である親族の方、こういった方たちと定期的

に連絡を取りながらご本人の生活を維持するということ

が、身上監護の大きな役割になっています。 

 それ以外に日常的にどういうことがあるかというと、や

はりご本人対応というのも大切なことになります。一つは

電話です。ほぼ毎日事務所のほうにかかってきます。通話

時間は大体毎回 20 分から 30 分。多いときは 1日４回。そ

れ以上のときもあります。訪問は先ほどの生活費のお届け

も含めまして、大体週１回、１時間から１時間半となりま

す。 

病状によって入院したい、一人暮らしが不安なので有料老

人ホームに入りたい、それから男性関係のこと、猫を飼っ

ていらっしゃるので猫のこと。結婚したい、お金もうけが

したい、怖い、さびしい、眠れない。実際に転倒しやすく

て骨折してしまったこと、ヘルパーへの苦情。うるさい存

在の後見人をはずしたい。死にたい、海外旅行がしたい。

健康診断もまめに受けられるのですが、その結果が心配。

お歌が好きですので CD を作りたい。自由になるお金がな

い、レーシックをしたい、資格を取りたい、いろいろござ

います。大体１週間ごとに変わっていくような状態で、１

年終わって２年終わりますと、ご本人からの要望も大体サ

イクルになっているということも分かってきました。 

 四つ目ですが、後見人ですから、このような対応を家庭

裁判所に報告をするということをしています。年１回に財

産目録や収支状況報告書を作成、後見報酬の申立ても合わ

せて行っております。 

この方を私どもが支援をする中で、ぜひ皆さまにもお伝

えしたいと思っているのが、ご本人を支える日常生活の支

援体制ということです。この支援体制ですが、申立てを行

いました親族の方には、入院の際の身元引き受けや医療同
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意についてお願いをしています。精神科の主治医には本人

が月２回定期受診をしておりますが、それ以外に具合の悪

いときにはいつもお世話になっております。ただご本人が、

医師がこうおっしゃったということを理由にしてご自分

の希望を通そうとなさるので、そのたびに私どもは医師と

事実確認をまめに行っております。ただ医師は、やはり受

診中断をさせないということを大切になさっているせい

か、かなりご本人の言うことを受容されますので、ときと

して私ども後見人の方針と折り合わないこともあり、後見

人もちょっと戸惑う部分があります。 

３．多岐にわたる日常生活の支援体制

本人本人本人本人

ご近所ご近所ご近所ご近所
毎日1.5時間

毎週１回+随

時、電話対
応

入院時

月２回 ３か月に１
回訪問、
緊急時対応、
電話対応

毎月３０分、
電話対応

週1回

家庭裁判
所

 

 あと、行政の保健師となっています。この方は三ヶ月１

回の定期訪問となっておりますが、やはり地元で仕事をさ

れているので、本人の具合が悪いなど、例えば死にたいと

言われたときにはすぐに行って、様子を確認してくださっ

ています。またこの方は、思春期のころからずっと親御さ

んが行政の保健師に相談をしてきた方ですので、行政の保

健師ですから異動があるのですが、今となっては大体庁内

の保健師はこの方のことを知っているという、恵まれた状

況になっています。親御さんが本人を社会につないでいっ

たのだということで、このことが本当に重要な、私どもが

支援する上でも重要な財産となっています。 

 それから、自立支援法の相談支援事業者は本人との関係

も非常に長く、信頼も厚いのです。精神保健福祉士の方で

す。情報共有をしながら本人への対応についてアドバイス

を私どもがもらっています。私ども後見人にとっては、身

上監護に欠かせない存在となっています。 

 ヘルパーは、親と生活をしているときからお世話になっ

ているヘルパーですので、その家のことをすごくよく分か

っています。親と生活をしていたときと同じようなスタイ

ルで関わってもらっています。食事の提供を中心に、ごみ

出しや衣類整理、猫の世話、庭木の手入れなどの一切をお

願いしています。 

ただ、本人の在宅生活全般をほぼオールマイティーな形

でお願いをしているのですが、現状の福祉制度、この方の

場合は自立支援法になりますが、そこでのヘルパー支援の

範囲を超えます。ですので、この方の場合はすべて自費で

まかなうということになっております。幸いにも自費でお

願いできる資力があるのですが、このことは後見人にとっ

て非常に大きいことです。ヘルパーに頼むことができなけ

れば、おそらく成年後見人のほうに実務として要求されて

くることだろうと思います。 

 最後に、青い外枠にご近所と書いてございますが、これ

は親が近隣との関係を非常に良好に保っていたので、現在

障害をお持ちの方が結構好き勝手に暮らしておられます

が、地域の方も緩やかに見守って、在宅の生活が続けられ

ているということになっています。 

 これらの関係者と日々連絡を取りながら、支援をしてい

ます。後見制度を利用するということは、小賀野先生のお

話にもありましたが、保健福祉の領域と非常に密接につな

がりながら生活が営まれているということをご紹介させ

ていただきました。 

 続きまして、成年後見人というのはご本人の意思を尊重

しながら仕事をするということですが、ご本人の意思の尊

重と保護ということの兼ね合い、バランスが後見人には非

常に大きな課題だと思っております。 

 具体的には１番目、本人の意思を尊重したくてもできな
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い事情があります。本人の意思を尊重すると、本人の生命、

財産の保護ができない。海外旅行に行きたいなどいろいろ

ご要望がありますが、そういったことがすべてご本人のた

めになればいいのですが、タイミングなどのことでなかな

か尊重しきれないということがあります。こうなりますと

２番目は、成年後見人への不満が噴出してきます。何を言

っても反対ばかりしている、成年後見人を解任したいなど、

そう言われることもしょっちゅうです。それでも３番目、

成年後見人は成年後見人でなければいけません。本人に根

気よく説明をしたり、理解を求めたり、ときにはいろいろ

要望がある中でこれだったら大丈夫ということを本人と

一緒に実現したり、そういったことも考えながらやってい

ます。 

 この１から３を繰り返す中で、成年後見人自身が非常に

葛藤し悩みます。私どもの担当者は相当悩みながら成年後

見業務を行っております。精神障害をお持ちの方の状況に

もよりますが、私どもの事例では、市民の後見人が単独で

受任するというのは難しいのかというような見解を持っ

ています。 

 

 まとめに入りますが、成年後見制度の課題と今後に向け

てということです。１番目に、障害者の利用を進める工夫

がぜひ必要だと思います。現在申立人がいない、管理すべ

き財産が乏しい、後見報酬の負担ができないなどの理由で、

成年後見の申立てが見送られる方が相当数いらっしゃい

ます。このことについては首長申立を積極的に行うなど、

資産がなくてもこの制度が利用できるように、現在低所得

者の利用支援事業というのも行政のほうでありますが、そ

ういった制度をもっと有効に使って、報酬助成などを行い

ながら障害者の方の成年後見人の選任を進めていく必要

があると考えています。 

 ２番目に、身上監護に配慮が行き届く成年後見人の確保

です。市民後見人が出てきた背景には、成年後見人を受任

できる人が不足しているということもあったわけですが、

特に地域で暮らす精神障害者・知的障害者の成年後見人の

方には、身上監護での対応が非常に求められます。それに

は、一定程度の疾病や障害についての知識・理解のある成

年後見人が望ましいと思います。そうなると、やはり専門

職の確保が必要なのではないかと考えます。ただ、市民後

見人に期待が寄せられております。この方たちについては、

例えば在宅の方なのですが、そういった場合には法人のメ

ンバーとしての後見であるとか、専門職の方との複数後見

などが望ましいのではないかと思います。 

 それから３番目に、在宅生活支援体制の充実です。成年

被後見人ご本人の生活を支えるサービス資源というのが

まだ、全然十分ではありません。高齢者でも介護保険が足

りているか足りていないかという状況の中、特に障害者の

方を地域で支援するというサービスが非常に少ないので

す。また、就任した成年後見人は、サービスの不足をどう

補うかということで非常に苦しんでいると聞きます。です

から、成年後見制度の利用を進めると同時に、やはり障害

を持った方が一人で、地域で生活できるような保健・福祉

のサービスの充実というのも、同時に進めていかなければ

いけないと思っています。 

 さらに病気、障害をお持ちですと、どうしても地域とつ

ながらない。閉じて生活をされる方が多いのですが、やは

りご近所に理解、それから緩やかな見守りができるような
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ネットワークを広げるということも大切かなと思います。 

 それから４番目に、成年後見制度の見直しです。私ども

のご利用者さんは後見類型です。ですから、選挙のたびに

なぜ私に選挙権がないのかということで、非常にお怒りに

なります。もっともなことだなと思います。こういったこ

とについての改善を図っていただきたいなと思います。 

 また、成年後見人には医療に関する同意の権限が与えら

れておりません。こちらについては医師にもないというこ

とで、現場では非常に問題になっています。これは成年後

見制度の不十分な点ですので、今、後見制度が始まって 10

年の見直しの中、変えていただきたい部分だと思っており

ます。 

 それから５番目です。成年後見人支援体制の確立です。

成年後見人が活動するエリアで、いつでも司法、医療、保

健、福祉など、専門職に相談ができる環境が必要だと思っ

ています。現在世田谷では、世田谷区成年後見支援センタ

ーにこれらの専門職の方にかかわっていただいて、後見人

の支援をする体制を作っているところです。それから、や

はり成年後見人支援のネットワークがあっての成年後見

人ということをご理解いただきたいと思います。その支援

体制ができることが、有資格者や市民の成年後見人の参加

を促し、確保につながってくると思います。 

 成年後見人の支援体制ができますと、成年後見人も安心

して活動ができ、利用者にとっての成年後見制度の利用も

進んでくると思います。成年後見人は、障害がある方の生

活で、当事者の意思を尊重しながら、財産管理まで含めて

本人が生活できるように対応できる、法的に権限を持った

存在です。障害がある方に成年後見人が寄り添うというこ

とは、ご本人にとっても、それからご本人を支援する関係

者にとっても、とても有意義なことだと思います。成年後

見制度を必要とする方々が利用できるような仕組みにな

るように、私ども現場も働き掛けていきたいと思いますが、

全体でそういう方向になったらいいなと願っています。 

 最後に、ここにお集まりの皆さま方は、おそらく支援者

の側に立たれる方だと思います。もし身近に成年後見人の

方がいらっしゃったらぜひ温かく迎えて、ご支援をしてい

ただければと思います。どうもありがとうございました。 

 

斎藤 どうもありがとうございました。最後に、田邉さん

のお話は世田谷区で進められている市民後見といいます

か、社会福祉、社会貢献型の後見活動のご紹介でした。大

変具体的なお話をいただいて、前の２先生のお話と組み合

わせると、いろいろ問題点も出てくるであろうと思われま

す。しばらく休憩をいたします。 

 

斎藤 ディスカッションを始めさせていただきます。最初

に今までの３先生のご発表について、フロアからご質問が

あれば承ります。挙手をしていただいて、マイクの前で。

はい、どうぞ。 

 

質問者A 社会福祉士のAと申しますが、世田谷の社協の、

精神の先ほどの事例ですね。あの方については、市民後見

人が後見人をやっているんですか。それとも、社協の専門

的な方がおやりになっているんですか。その点をちょっと

教えてください。 

 ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション    
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田邉 はい。社会福祉協議会が、法人として後見人をして

おります。 

 

質問者 A その市民後見人と法人後見と、それぞれの仕分

け、クライテリア。どういうふうにしてやっておられます

か。 

 

田邉 はい。先ほども、法人後見につきましては

PowerPoint の中でもお示しをしましたが、やはり地域で暮

らしておられる困難なケースを、法人としては受任したい

と考えた要件になっています。具体的に言いますと、今回

のこのご報告の方のように、さまざまな機関と連携を取り

ながら、しかも在宅ということで幅広い範囲の後見業務を

行うという場合には、これは専門職だろうと。それから検

討していく中で、専門職ということにはすぐなったのです

が、あとはやはり、個人の後見人が受任するにはちょっと

厳しいだろうということで法人という方向が出されまし

て、社会福祉協議会が受任したということになります。 

 ちなみに、世田谷の場合の市民後見人については、まだ

始まって間もないですので、まずは区長申し立ての方。そ

れから在宅ではなくて、施設に入居されているか、もしく

はこれから施設入居される予定の方。それから主として後

見類型の方で、身上監護が逆に複雑ではない。それから資

産要件も設けておりまして、おおむね 500 万円以内の資産

の方というふうに要件を設けて仕分けをしております。 

 

斎藤 よろしいでしょうか。後見費用を受け取るのです

か？費用は取らない？ 

 

田邉 費用は、いただける方からはいただいております。 

 

斎藤 いただくかどうかは、どうやって決めるのですか。 

 

田邉 家庭裁判所に報酬付与の申立てを行いまして、その

審判に従っております。 

 

斎藤 ありがとうございました。ほかにはご質問はないで

しょうか。どうぞ。 

 

 

質問者 B 長崎県精神医療センターの B と申します。田山

先生に質問させていただきたいのですが、市町村長の申立

てを進められるべきだというようなことをおっしゃって、

私、実は市町村長にその老人福祉法の何条だったかで、「民

法の７条だけじゃないんだからどうかやってくださいま

せんか。寝たきりの患者さんで、息子さんが本人のお金を

よこせと言ってやってきて、とても困っているんです」と

いうケースでお願いしたことがあったんですけれども、役

所のほうからは「どのくらい家族がひどいのかということ

が分からない限り、家族が申立てをしないのにうちが職権

を発動することはできない」というふうな形で断られたこ

とがあるんです。そういう市役所の方々に「そこを何とか」

とお願いするような、ちょうどいい何か説得の方法があれ

ば教えていただきたいんですけれども。 

 

田山 いわゆる市町村長申し立ての制度が始まったちょ

うど 2000 年ごろ、そういう問題がよく聞こえてまいりま

した。確かに先ほど申しました３つの法律では、「必要が

あれば」というニュアンスになっているわけですね。それ

から先ほど申しましたように、原則的には民法で、特に親

族関係では４親等内の親族が申立権者になっております

から、市町村サイドからすれば４親等内に親族がおられれ

ば、その人たちに頼んでくださいよということが、一応の

理屈なんですね。 
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 しかし、実際にそれでは４親等内の親族を全部探し出し

てやってもらえますかということを聞くのは、時間的にも

手続き的にもものすごく大変です。ご承知のように、４親

等というのは、親までさかのぼって計算していきます。そ

れで４の範囲内というと結構広いんですね。そんなことも

一つありまして、これではせっかく作った首長申立ての制

度が使いづらいということで、その後、厚生労働省のほう

で４親等まで調べなくても、大体目安として２親等ぐらい

の範囲内までは一応聞いてみるということで。その範囲内

で親族のご意向を尊重するという範囲で、結構なんじゃな

いかという通達みたいなものをお出しになっております。 

 ですから、そういう意味で言いますと、一応法令上は正

式には４親等内の親族というのが申立権者になっており

ますが、２親等ぐらいのところまで探ってみて、いない場

合と、それから、いるけれども遠方だし今までお付き合い

もあまりなかったし、自分は関わりあいたくないとおっし

ゃっているというような場合。それから、やはりどうして

も申し立てが必要だという必要性があれば、市町村サイド

では首長申立てをやるべきだと思います。 

 

 ただし各市町村でも、相当温度差があるのです。つまり、

こういう制度について詳しいというかよく勉強していら

っしゃって、当然やるべきだとお考えの市町村と、できる

だけそういう厄介な話にはかかわりたくないという非常

に消極的なところとがあります。これは各市町村の担当者

の意識にもよると思うのですが、そういうことでいろいろ

問題点がないわけではございませんけれども、私も先ほど

ちょっと冒頭の発言の中で申し上げましたけれども、市町

村は、自分たちのところの市民が成年後見の制度を必要と

しているということであれば、これは公的義務としてやる

べきだという位置付けだと考えるべきだと思うんですね。

だから、この首長申し立ての制度は、各市町村でやっても

やらなくても自由なんだという理解は間違いだと思いま

す。 

 住民の方がしかるべき、今申し上げたような必要性を証

明して申し込んできたら、対応するのは市町村の義務です。

むしろ、公法的な観点から言いますと、それは法的な義務

と理解すべきものだということで説得されればよろしい

のではないかと思います。 

 

斎藤 ありがとうございました。今のようなケースは、言

ってみれば財産の搾取ですよね。虐待といえば虐待。病院

でこのようなことがおこった場合病院のソーシャルワー

カーが入院患者さんについて後見を申請してくれますか

と二親等内の親族に聞くわけにはいかないですよね。そう

いう場合例えば地域包括支援センターのようなところを

利用して、そこから虐待のおそれがある例として、そこに

動いてもらうということであれば、親族にも連絡がしやす

いということはあるのではないですかね。 

 

田山 それに関連して、もう一言付け加えさせていただき

ますと、今、斎藤先生がおっしゃったようなことで、実際

にその地域包括支援センター等が動いてくださればそれ

でよろしいんですが、ただ戸籍を通じて２親等内を調べる

というのには、結構費用がかかるんですね。だからそれを

市の行政のほうでやってくれれば、どこかで実質的には費

用がかかるんでしょうけれども、具体的に誰かが払わなけ

ればいけないという意味での費用はかからないというこ
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となので、そこから自治体はやるべきだと私は思っており

ます。 

 それでも動いてくれなければやむを得ないですね。今、

斎藤先生がおっしゃったような方法かなと思います。 

 

質問者 B 私が担当したケースの場合は、息子がお金をく

れないんだと言って、議員さんのところに行ったんですね。

息子さんというのが実は密猟で生計を立てていて、本当に

密猟に行くにもちょっと知的な問題があって、おこぼれに

あずかる程度の生活をしていると。 

 本当にそのお金がないと確かに生活ができないだろう

なというくらい貧困な状態で、搾取せざるを得ないような

ところも確かにあったのですが、本当にどうしたらいいの

か非常に悩んだ時期がありまして。ありがとうございまし

た。 

 

斎藤 どうもありがとうございました。高齢世帯のケアな

どをしていると、お母さんの年金で生活をしている、仕事

を持っていない息子さんとか、あるいは高齢のご夫婦が二

人で生活していらっしゃって、片方が入院したらもう片方

は生活ができないとか、そういうケースがたくさんありま

す。そうなると成年後見の制度の問題よりは、もっと社会

福祉のほうの問題に入っていくのかもしれません。ほかの

ご質問は。はい、どうぞ。 

 

 

質問者 C 精神保健福祉士の C といいます。小賀野先生に

お伺いしたいんですけれども、身上監護のことなのですが、

先ほど、今後成年後見制度をさらに強めていくには、やっ

ぱり身上監護の問題というのは非常に大きな問題なんで

すよというご提案をされて、それはもう私は非常にごもっ

ともだと思っているのですけれども。 

 実は、せんだって成年後見学会などに行きましてお話を

聞きますと、その辺の問題もかなり大きな問題点としてあ

るんですけど、やっぱりそこにおける限界性の問題という

んですか、どこまで成年後見人が責任を持ってできるのだ

ろうかというような問題と、それから先ほど世田谷区のほ

うで出されました、医療同意の問題ですね。どこまで成年

後見人が医療に対して同意できるのだろうか。また、同意

できる権限を持っているのか、責任を持っているのかとい

うようなところは、やっぱり今後の課題になってくるんじ

ゃないかなと思うんですね。 

 その辺の問題というのは、実は当事者あるいは当事者の

ご家族の方も非常に問題にしておりまして、成年後見法が

できたんだけれども、われわれには何の役にも立たないと。

金を持っているやつは一生懸命成年後見人はやってくれ

るけれども、金を持っていないやつに対しては何もやって

くれないと。ですから、例えば精神科に受診する問題でも

同意もしてくれないし、結果的に何もやってくれないとい

うような批判があるのです。 

 それはそれとして、一つの意見としてあるんですけれど

も、ただ現状の問題として、成年後見法そのものは非常に

大事な法律であって、そこの中でこういう本当に自分で判

断できない、また判断そのものが非常に不十分な人に対し

てサポートしていく者として、大事な法律だと思うんです

けれども、その辺のところについて、ちょっと身上監護の

問題について、からめて教えていただければと思います。 
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小賀野 ご発言ありがとうございました。ただいまのご発

言の中にもいろいろ示唆されるところが含まれていたか

と思います。身上監護のあり方について、どういうふうに

制度を構築していったらいいのかというテーマについて、

必ずしも正面から議論が、この 10 年間なされてこなかっ

たのではないかと思います。 

 ただし、今日のご報告の中にも示唆されていましたよう

に、個々具体的なところでは、もういろいろな課題も出て

いますし、具体的な成果も上がっています。そういった 10

年間の経験・実績を考慮して、今度は将来に向かって、今

ご発言いただいたような視点を自覚して、身上監護制度の

あり方というテーマを総合的に、いろいろな専門分野、そ

れから行政もいろいろな分野を交えて議論をしていくこ

とが意味のあることだと思います。そうした結果、あるべ

き仕組みが提示することができればこれは素晴らしいな

と思います。 

 具体的な「こうしたらいい」ということは、今直ちには

言えませんが、そんな勇気ある視点を提示していただいた

と受け止めさせていただいております。 

 

斎藤 医療同意についてはまたお話を申し上げようと思

います。小賀野先生に伺いたいのは、例えば先ほど田邉さ

んが紹介してくださった事例のケアは、田邉さんのご説明

でも特に困難な事例で一人ではやりきれないから、法人後

見で支えたというふうに話をしていらっしゃいましたが、

あれが一般的な身上監護だとすると、身上監護はかなり大

変ということになる。一方で、ああいうケアがなくてはあ

の人は在宅生活ができないということになる。そうすると、

そこがまたどこまでが福祉の話でどこからが成年後見の

話かということになるのだろうと思いますが、その点につ

いてのご見解を。 

 

小賀野 民法の規定の中に、成年後見人は身上監護につい

て、身上配慮義務を負っているという。財産管理をするに

ついても身上配慮は必要ですし、生活とか療養看護をする

にあたって、そういう事務をするのについても身上配慮義

務があるという規定が入っています。 

 一般的な説明は、この身上配慮義務、成年後見人が身上

監護について負うべき責任のレベル、その義務は財産管理

における善管注意義務と同じだろうと解されています。こ

の善管注意義務というのはそれぞれの財産、財産であれば

その財産の額にふさわしい、あるいは土地とか建物とか預

貯金とか、それぞれの性質にふさわしい管理、そこに求め

られるべき水準を客観的に求め、それを水準だと考えます。 

 ですから、自分のレベルで一生懸命やっても、それがそ

の善管注意義務に達しなければ義務違反という責任が生

じます。他方、身上配慮義務について善管注意義務と同じ

だというふうに説明をされていて、そのとおりなのですが、

具体的にその身上配慮義務というのはどういう義務だと

いうことについては、財産管理の善管注意義務と比べると

あまり議論がなされてこなかったようです。 

 それで、いろいろな考え方があると思いますが、財産管

理のその議論を並行して身上監護のほうに持ってきます

と、それぞれの身上監護にふさわしい一般的な義務、求め

られるべき義務というのが設定されて、それが標準になる

だろうということになります。それぞれの身上監護にどう

いう義務が一般的なのかというのについては明らかにし

ていくことが重要です。 

 それから、成年後見人には親族も当然になることが予定

されているわけですね。専門職もなれれば家族もなれるわ

けです。そうすると、そこで専門職としての身上配慮義務

というのは求めることはできないだろうというふうには

思われますが、その辺について、やはり今後の課題になっ

てくるのではないでしょうか。田山先生お願いします。 
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田山 要するに、最小限度やらなければいけないことは見

守りで、ご本人のことをよく観察して今何が起こっている

か、何が必要かということをチェックすることなのだろう

と思います。よくドイツでも似たような議論をしますけれ

ども、その後見という仕事と、いわゆる介護との区別です

ね。つまり実際的に必要な援助という側面から見た介護と

の区分けということが問題になります。そういう点でいう

と、親族後見人の場合はその両面を一緒にやってしまう場

合が結構多いし、それは決していけないことではないし、

それでいいと思うのですが。しかし親族後見人も含めて、

後見人として最小限度何をやらなきゃいけないかが問題

です。 

 今おっしゃられたように、善良なる管理者の注意義務

（善管注意義務）、つまり標準的な義務違反にならないた

めに最小限度何をやらなければいけないかという点でい

えば、例えば、入浴サービスとかデイサービスなどがどう

しても必要だというふうに後見人として考えたら、それの

アレンジだけはする。つまり、契約申し込みをしたり契約

を結んだり、その費用を払ったりということは後見人の仕

事だろうと思うんですね。 

 自分でお風呂に入れてあげるということは、決して後見

人の義務的な仕事ではないということで、そこのあたりは

一応説明はできるんですけどね。しかし、実際、後見人と

して仕事をする、特に親族後見人として仕事をする場合は、

そんなことについてまで区別してやっている人はあまり

いないでしょうから、むしろ専門職とか第三者後見人がや

る場合に、必要最小限度どこまで、というような感覚でお

やりになるべきかな、という気はしております。 

 

斎藤 ありがとうございました。田邉さんはいかがですか。

今の問題についてお考えがあれば。 

 

田邉 これも事例のご紹介になるんですけれども、私ども

の市民後見人が何十年も精神病院で暮らされて、高齢にな

ったということで特養に移られた方の成年後見人になっ

てくださっています。もちろん資力もあまりない方なんで

すね。身上監護面においては特養に入っているということ

で、特養でお世話してくださっているのですが、特養での

お世話というのは、その他大勢の中の一人としてのお世話

になってしまいますが、後見人の方はその方のためだけに

通って、その方の幸せというのは何だろうという、ちょっ

と青臭い話にはなるんですが、そのことを一生懸命考えな

がら対応してくださっているんですね。 

 

後見人はいろいろ権限もあるので、その方の過去の経緯

を可能な限りで調べていったりとか、毎回面接をするたび

に何に喜ぶんだろうとか、そういったことを見いだしなが

ら一生懸命活動されて、まさに身上監護だというふうに思

うんですね。やはり、その方にとって自分のことだけを考

えて、権限は十分ではないかもしれないけれども、人生を

併走してくれる存在というのは、やはり大きなものなので

はないかなと思います。 

 先ほど後見人が付いたけど何も変わらないと言われて

しまうというお話ですが、じゃあ後見人に何を求めるのか

というところも合わせて気になるところだと思います。成

年後見人には限界はあるけれども、やはり確実に支援者に

はなり得るというふうに私は思います。 
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小賀野 先ほど田山先生から最低限必要な仕事、義務とい

うことで、そのとおりだと思います。例えばその中には、

先ほども出てきました虐待が行われているとか、ご本人が

援助のレベルのいろいろな援助を受けている、医療・福祉

サービス等々を得ている場合に、非常に困った顔をしてい

る。困った状態になっている。そういうことが明らかな場

合に身上監護人としてまだ仕事をしている場合には、義務

違反の可能性の問題が出てくるのかなというふうには思

います。 

 

斎藤 ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

質問者 D 身上監護について、家裁のほうではどういう報

酬基準でやっているのか。その辺、巷間（こうかん）では

分からないよという話なんですけれども。一般行政などの

場合であれば、まず通達などできちんとクライテリアを決

めて、それを公開して運用するんですよね。その辺は実際、

どうなっているのかなということと、もう一つは市民後見

人の要請をする研修の場では、場合によってはというか、

その主宰者のやり方として、最低限の身上監護というより

も、非常に理想的に考えておられるのかもしれないけれど

も、社会参加みたいなことまで含めて、後見人が身上監護

としてやるべきだというような感じの研修をやっておら

れるように聞くんですけれども。そういうところはどう考

えたらいいのかなということでございます。 

 

田邉 家裁の報酬基準についてですが、これも私どもも教

えていただきたいと思っているところです。報酬付与の申

立てをするときに、担当が今までの、どれだけ訪問したか

とかそういうことを一応付けるんですが、どうもそれはあ

まり報酬のほうには跳ね返ってきていないような気がい

たします。そこはやはり、もうちょっと見ていただきたい

なと思う部分でもあります。 

 それから、市民後見人の養成のところですけれども、私

どもの場合は市民後見人の方の専門性とは何だろうと言

ったときに、難しいことではなくて、その対象となる方に

寄り添う身近な立場、これが一つの専門性になるのではな

いかと考えています。 

 ただ、やはり後見人の業務とか権限は専門職と全く同じ

ですので、やはりそこには限界があり、権限の範囲内での

後見業務ということは、これは私どもの場合はきちんとご

説明をさせていただいております。 

 

斎藤 身上鑑護に関する報酬をどうやって評価するかと

いうのは分かるんでしょうか。 

 

田邉 世田谷の場合は、報酬についてもやっぱり社会貢献

とは申せ、活動内容はやはり専門職の後見人の方と変わら

ないと考えておりまして、報酬付与の申立てはしていただ

くという方針で臨んでいます。その結果、報酬はある方か

らはいただけています。ただし、どうも市民後見人価格と

いうのでしょうか、専門職とはやっぱり違った計算方法で

算出されているように思います。 

 市民後見人の方の中には、結局、その方の家計のやりく

り全部が自己責任になりますので、今の段階で報酬付与の

申立てをしたら、逆に自分自身のやりくりが厳しくなると

か、そういったお考えで、申立ての時期についてはそれぞ

れが判断をされているというのが現状です。 

 

斎藤 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょう

か。はい。 

 

質問者 E 私は世田谷社協さんと同じように、多摩南部成

年後見センターというところで法人後見の担い手として、
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また都下で推進機関の職員として仕事をしておりますEと

申します。 

 ご説明の中にもありましたけれども、私もこの仕事をし

ながら今回のテーマにもありますように、成年後見制度と

いうのは安心して生活するためのツール、一つの選択肢だ

というふうに信念を持って仕事をしている中で、障害者の

ご家族にこういった制度の普及啓発ということで説明を

することがあるのですが、その中で利用の促進を妨げる一

因として、後見人の不正ということを最近言われるご家族

がいらっしゃいます。 

 先生方のお話の中でも親族相盗の適応外であるし、民法

といえども公的な制度であるし、家庭裁判所が監督人をし

ているんですよというようなお話をしても、やはりご家族

の中には、そうは言っても使い込みをしたあとに分かった

ところで、その被害を回復できるのかと。なので、親とし

ては第三者に任せるのは不安だと。ただし、だから利用す

る気にはなれないのだけれども、親族だけで、家族だけで

はできないというようなジレンマを持っていらっしゃる

方々がいるということを、私も仕事を通して知りました。 

 そういう場合にはどうすればいいんだというようなご

質問を受けたりするんですが、なかなか明確な答えができ

なくて、社会福祉事業ではなく民法なので、法的な制裁を

受けるであろうし、それが抑止力になるということはある

かと思うのですが、第三者のチェック機能というか、今後

オンブズマンのような抑止力になるような、何か政策みた

いなものが今後、こういった制度に必要なのか、またその

ような議論があるのかというようなところを教えていた

だければと思います。 

 

斎藤 ありがとうございます。どなたか。 

小賀野 専門職、例えば弁護士さん、司法書士さん、社会

福祉士さんなどは、それぞれの内部の組織・団体に属して

おりそこでの規律に服しています。結構厳しく、場合によ

っては専門職の資格まで失うとか、そうでなくても成年後

見人としての推薦はしないとか、厳しい対応がとられてい

るように思います。 

 制度ですので100パーセントそういうことが起きないと

いうことはなかなか言えないわけです。たまにそうやって

起きると新聞が大きく報道しますので、びっくりしてしま

いますが、これまでのところ全体としてはうまくいってい

るように思います。 

 まれに起きた不祥事についても、厳格な対応がなされて

います。ですから、今後はその専門職以外の方々が、第三

者が登場してきたときのそういう倫理的研修とか、それか

ら後の制裁といいますか、そういったところのフォローを

どうやっていくかというのが必要になってくるのだろう

と思います。 

 

斎藤 たぶん、司法書士会がリーガルサポートという法人

を作ってそこで成年後見事業を推進するというのは、一人

の司法書士を自分で選んで、その人に全責任を負ってもら

って、7000 万横領されたら返ってこないかもしれないけれ

ど、それなりの職能団体ができて、そこの推薦で特定の司

法書士と契約するということがまた、一つの担保にはなる

ということなのだろうと思います。 

 休み時間にもちょっと裏で話をしておりましたが、どん

な制度でもきっと悪用する人はいるので、それをどうやっ

て救っていけるかということ。親族後見だから安心という
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わけではありません。親族が後見人の立場を利用して精神

障害者の権利を侵害したという事例を私も経験したこと

があります。まだまだそういう点では、いろいろ配慮しな

ければならない制度であろうと思います。 

 

田山 実は、私は多摩南部成年後見センターの理事長をや

っておりますので、先に小賀野先生にお答えをいただきま

した。このセンターを作る際に、調布市で立ち上げのため

の委員会を開いたので、そういう意味では調布市が中心か

もしれませんが、市の規模も大きいからかもしれません。 

 その立ち上げのときに一番気を使ったのが、法人後見を

やれる組織を作らなければいけないということでした。そ

のために一般の後見、例えば専門職の後見人と比べたとき

に、どこが最大のメリットになるかといったら、統合性で

あります。例えば素晴らしい有能な弁護士さんであれば、

法律的な財産管理を中心とした事務は全く安心してお願

いできるかもしれないですが、それではその法律家が、先

ほどから問題になっている身上監護面についてもどれほ

ど有能かというと、有能な人もいるでしょうが、一般的に

言えば、少なくとも専門ではないということになりますね。 

それから医学面での監護はどうかというと、普通は無理

だと思います。そういうことで、組織の中心に業務指導委

員会というのを作りまして、そこには法律家と社会福祉士

の専門家と、精神科の医師に複数入っていただいて、いろ

いろとケースの検討をやるというような形を取っていま

す。法人後見として受けたあとは、法人組織の中で働いて

いらっしゃる方々、ほとんどの方が社会福祉士の資格をお

持ちなのですが、そういう方々が実際にはケース対応して

いるということです。 

ただ、いろいろな意味での困難ケースの場合が多いですね。

したがって、そういう意味で、困難ケースだから引き受け

るという場合と、親族の方がやってやれないわけではない

けど心配だというような場合に、親族後見と法人後見の複

数後見というようなこともあり得るという考え方でやっ

ております。ただこの点は、これはいろいろな理由がある

かと思いますけど、裁判所のほうでは複数後見というのを

あまり好まないようです。 

 

ということで、理論的に言うとそういう組み合わせであっ

てもいいと思うんですけど、なかなかそういうケースは多

くないということであります。 

 それから費用の面は、多摩南部成年後見センターは５市

で財政的な支援をしてくれていますので、利用者からあま

り報酬等ももらわなくてもいいという事情はあります。し

かし、利用していない市民との間のアンバランスの問題も

ありますので、ご利用いただいて費用がお支払いできると

いう方には支払っていただくほうが、むしろ公平ではない

かということを考えるようになりました、最初のころは恐

る恐るというか、本当に「ほんの少しで結構です」みたい

な報酬申立てをしていました。そんな申立てはおかしいと

思うんですけど（笑）、決めるのは裁判所が決めるわけで

すから。ちょっと遠慮していたんですけど、遠慮しないで

実情を裁判所のほうにお知らせして、裁判所のほうで決め

てもらうほうがいいということで、今はそうしております。 

 ですから、裁判所のほうでいろいろお考えの上で、報酬

などを決めてくれているというのが実態です。 

 

斎藤 ありがとうございました。医療同意の話をすると申
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し上げましたが、ちょっと時間が来てしまいました。最後

にお三方に、ちょっと大事な問題ですので、医療同意につ

いてどういうお考えかということをおっしゃっていただ

いて、私がまとめてディスカッションを終わりたいと思い

ます。では、最初に指摘をなさった田邉さんから。 

田邉 医療同意の問題につきましては、数々の後見事務に

携わらせていただく中で非常に困った問題ではありまし

た。ただ、やはり権限のないところで人様の命をこうする、

ああすると決められないというのが率直なところです。 

 一貫して私どもは決められませんという姿勢で、この間

医師にお願いをしてきて、何とか必要な処置はしていただ

いているというのが実情です。でも、これも今までが非常

に恵まれていたという話であって、これが今後そのまま続

くとは思えませんので、やはり新たな仕組みが必要だとい

うふうに思っています。 

 それから、変な話ですが、後見人が医療同意の権限を持

ったらどうなんだろうと思うんですけれども、やはりどう

しても必要な医療を受けたりするにはお金が必要になり

ます。預かっているお金には限りがあります。親族の後見

人であれば自分のお金を投じて親族を助ける、これは当然

にできることかと思いますけれども、第三者になったとき

には、それはできないんですね。そうすると、「お金の限

界が命の限界」的な局面にもぶち当たってしまうような気

がするのです。 

 ですので、やはり成年後見人とまた違うところでの医療

の判断ができる仕組みというのがあったらいいなと考え

ています。 

 

小賀野 成年後見人は、身上監護の重要な仕事として、病

院との間で医療契約を結ぶことはできるということはほ

ぼ異論がないところです。介護契約を結ぶということにつ

いても同様ですね。他方、インフォームド・コンセントが

今、法的にも求められていて、インフォームド・コンセン

トを得ていない、医療同意を得ていない医療行為は場合に

よっては違法になり、損害賠償責任が生ずるというのも事

実なんですね。 

 そこで、医療側としては医療同意をどうしても必要とす

る。従来医療の慣行は、本人が元気であれば本人に求めま

すし、万全を期すために、家族の方がおられたら家族の方

にも同意を求めるというのが、今日までの医療慣行だと思

います。 

 

法律には、家族に医療同意を求めるということは書いて

いないわけです。判断能力が落ちてしまっている方につい

てはご本人からの同意が得られませんので、お医者さんと

してはご家族の同意を求める。これが得られれば安心して

治療を進めることができるわけですが、ご家族がおられな

い場合には医療同意を求める相手がいないということで、

現実には成年後見人が選ばれている場合には、成年後見人

に対してお医者さんが医療同意を求めてくるわけです。 

 そこで、今お話があったように、現行法制度の考え方と

しては、成年後見人にはそういった権限はないというのが

実務の考え方ですし、学説の通説でもあるわけです。家族

あるいは第三者からの医療同意が得られないご本人は、結

局お医者さんのご判断によるわけですが、お医者さんのほ

うで同意はなかったけれども、手術をされる場合もあるで

しょうが、そうではなくて、より安全な二次的な治療です

ます、本来手術するところを投薬で二次的な治療にとどめ
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ようという、抑制的な医療が行われているのではないかと

いうことも指摘されています。 

そこで、理論的、政策的に成年後見人に医療同意権を与

えるべきかという、今度は制度論とか立法論のお話が出て

きているわけです。弁護士会とか司法書士会の検討では、

成年後見人に医療同意権限を認めるべきであるという方

向で、考え方が進められています。 

 他方、反対説も有力です。医療同意の問題は今、田邉さ

んもおっしゃられましたが、本人の一身専属権限である。

本人がそういう医療を受けるかどうかの、特に手術等の医

療を受けるかどうかの権限は本人にのみ存在するのだと

いうことで、その一身専属権限をクリアするものとして成

年後見制度を持ち出すことができない。不適切であるとい

う考え方もあります。反対説の考え方としては医療同意権

限を成年後見制度の中でとらえて、成年後見人に医療同意

権限を認めるべきであるとする考え方と、それはやや狭い

見方であって、より本格的にその一身専属権限に対して代

行する、大きなシステムを構築すべきだという考え方に分

かれているかと思います。 

 いずれにしても、なんらかの形でご家族のいない、ある

いはご家族がいても必ずしも適切な同意権限が得られな

いようなご本人については、適切な医療、最善の医療が受

けられるような同意権限を、一定の第三者に与えるべきで

あろうということについては、支持したいと考えておりま

す。 

 

田山 小賀野先生がおっしゃったことを前提にいたしま

して、私はほんの立法的な課題のところだけに限定して申

し上げます。絶対いいと思っているわけではないのですが、

一つのあり方というか方向としては、もし後見人に医療同

意権を与えるとしたら、後見人もちょっと心配になる面が

あります。特に、命の危険とか重大な後遺症を伴うかもし

れないという治療については、裁判所の同意を得て行うと

いうような方法も一つの方法かなと思います。ただ、ちょ

っと手続きに時間がかかるので問題がないわけではない

のですけれども、一つそういう方法はあり得るかなと思い

ます。 

 ドイツの制度などを見ていると、そういう方向でやって

きたんですけれども、どうも今年の８月ぐらいからまたさ

らに少し制度を変えて、後見人や親族の間で同意について

意見がまとまらないときは裁判所に援助を頼むけれども、

そうでなければ同意していいんだという方向に、つまり、

関係者が一致すれば同意してもいいという方向に踏みき

るようですね。 

 いずれにしても、そういう方向で、後見人に積極的に同

意権を与えるという方向に動いているということが海外

の事情としてあるとすると、日本でもそういう意見が出て

くるのはやむを得ないと思うのですが、やはり一番大きな

心配の要素は後見人が付いているケースだけではないだ

ろうという点です。後見人が付いていなくても医療同意が

必要なケースはいくらでもあるじゃないかと言われてい

ます。そこの点についても基本的な考え方を提示しないで、

後見人が付いている場合についてだけ制度がどんどん進

んでいっていいのだろうかと言われると、うーんと考えて

しまう面がございます。 

私は、全体の流れとしては先ほど申し上げたような方向

でもしょうがないと思ってはおりますし、しょうがないど

ころか、対応しないと必要な手術を受けられないというよ

うなことになってはいけないので、その方向に賛成ですけ

れども、問題がないわけではない。これだったら絶対に問

題がないという制度は、現時点ではちょっと考えられない

という感じはいたします。 

斎藤 申し訳ございません、もう時間がないので、手短に

お願いいたします。 
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質問者 F ありがとうございました。医療同意のことです

けれども、実は精神保健福祉法という精神障害者のための

法律があるんですけれども、そこでの入院形態として、後

見人が保護者になるということが明確に示されているん

ですね。これは成年後見人における後見人も同じような立

場であって、やはりそれも一つの医療同意だということの

前提、これは法律的にもう認められております。以上です。 

 

斎藤 今の問題は、それは保護者が認められるのは入院の

契約のところだけで、例えばロボトミー裁判などでは、そ

こから先のインフォームド・コンセントについては、後見

人といえども同意権はないということになっています。で

すから、入院の点について精神保健法は問題をクリアして

いますが、その先の医療同意については認めているわけで

はない。法律的にはそういうことなのです。 

質問者 F 分かりました。ありがとうございました。 

 

斎藤 長時間お付き合いいただいてありがとうございま

した。最後に一つだけ医療同意のことについて、私は成年

後見人に医療同意権を与えることには反対なんですけど、

その話を始めると長くなるので、医者として一つだけ申し

上げておきたいことがあります。 

 今、第 3者の成年後見人が付いている患者さんがいらっ

しゃると、医療同意を得るのが大変です。忙しい弁護士や

司法書司のような方が医療上の同意のために病院に来て

くださるということはほとんどありえないからです。さら

に、現在では後見人になっていない家族が同意書にサイン

していますが、家族にだって同意権はないのです。法的に

代理同意する人がいないのだからことさらに成年後見人

が「私には権限がないから」といって同意をしていただけ

ないと、病院はするべき治療ができないのです。 

 

以前、厚生労働省の研究費で調べたときに、緊急の手術

が必要な救急部の判断で、家族が付いてきているかいない

かで明らかに治療法の選択が異なっているという調査結

果が出ました。同意書にサインする人がいないために医療

から疎外されている人がいる。医療現場ではそういう状態

が 10 年続いている。法律論でＡという考え方もある、Ｂ

という考え方もあると言われても、今われわれの目の前に

は、医療同意書にサインする人がいないために医療から疎

外される患者さんがいるのです。 

 同意権のない人がサインしたって罰せられるわけでは

ありません。手術等の同意の有無が問題になって何か刑事

罰を受けるとすれば手術した医者です。だから、後見人で

あろうとなかろうと自分が患者さんのことについて十分

知っている、あるいは他に患者さんに代わって同意するほ

ど親しい人がいないということが分かっているならサイ

ンをしてさっさと治療すればいいと僕は思っています。議

論が不十分なまま、成年後見人であれ誰であれ特定の人に

法的に医療同意権を与えてしまうことにはデメリットが

大きいとは私は思います。 

 最後に大変乱暴な議論をいたしましたが、ディスカッシ

ョンの時間が長すぎるかと思いましたが、皆さんのおかげ

で大変楽しいディスカッションをすることができました。

どうもありがとうございました。それから３先生、どうも

ありがとうございました。（拍手） 
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本格的な高齢社会を安全、安心なものにするための、車

の両輪と言われる介護保険制度と成年後見制度が発足し

て 12 年が過ぎました。現在の成年後見制度の発足にあた

り、障害の行為能力に対する制限を最小限にとどめ、個人

の自己決定を尊重しながら援助をしていくことが、制度の

大きな柱と位置付けられました。そうした中で、従来、財

産管理のおまけのようなものだった身上監護義務が強調

されるようになりました。最高裁判所の資料によれば、成

年後見制度申請者の約 20％が身上監護を制度利用の目的

として挙げています。このほか、介護保険契約を目的とす

る事例も相当数に上っています。同じ資料によれば、家族

のいない障害者について、市区町村長が成年後見制度を申

請する割合も、10％近くを占めるようになっています。つ

まり、従来は、比較的、資産の多い人について、その資産

の保護を目的とする利用が多かった成年後見制度が、資産

の多寡によらず、家族的支援が期待できない障害者の援助

を目的として利用されるようになったことを意味してい

ます。こうした利用の増大の理由としては、高齢人口の増

加と、高齢核家族世帯の増加のほかに、従来、行政措置と

いう形で提供されていた介護サービスが、介護保険制度の

導入によって、主として私的な契約に基づいて提供される

ようになったという制度上の変化が挙げられます。この変

化は、介護サービスの問題にとどまらず、障害者福祉制度

を含む様々な社会の領域で、行政の立ち位置が後退し、自

己決定尊重の名のもとに、自己責任を強いられるようにな

った我が国社会全体の潮流の現れであるかもしれません。 

 こうした変化の裏側にはいくつかの問題が浮かび上が

っています。第一には成年後見制度が、こうした時代の要

請、つまり、自己決定できない人の生活の支援を行うため

に十分練り上げられた制度ではないという点です。我が国

の成年後見制度は、旧民法下で、家の財産保護を目的とし

た禁治産、準禁治産制度として運用されていた時の骨格を

踏襲したまま、現代風にアレンジした制度です。最高裁判

所の鑑定の手引きにも、判断の基準を、資産管理ができる

かどうかという視点から能力を判断するように求めてい

ます。公的後見の後見、保佐、補助の三類型は、能力の障

害を 3分類していますが、各類型の区分は資産管理に関す

る意思能力という物差し 1本です。ところが、生活上の支

援の要不要は、資産管理能力の障害の程度とは必ずしも同

じではありません。福祉サービスを導入するために成年後

見制度を利用しようとする行政の側には、本人の介護サー

ビス契約能力うんぬんよりも、本人が介護を受け入れない

ときに行政措置として介入する代わりに、代理権を持つ後

見人を決めて、その権限で本人が希望しないサービスを導

入しようとするという目論見が隠れていることがしばし

ばあります。そうなると、後見類型にして代理権を持たな

いと意味がありません。地域包括支援センターが介入して

いるケースではしばしばこうしたことが起こります。こう

いうとき、よく引き合いに出されるのがドイツ世話法です。

ドイツの制度では、公的後見人とケアマネージャーを兼ね

たような役割を担う世話人がついて、意思能力が不十分な

個人を支援しているようです。田山教授には、こうした外

国の事情を含めて制度の根幹についてご説明いただきま

した。成年後見制度が、単なる財産管理保全制度ではなく、

個人の資産を活用してその人の生活を保障する制度とな

るためには、制度の根幹にメスを入れ、ドイツ世話法のよ

うな機能を持つ、新たな制度を創設しなければならないの

ではないでしょうか。 

 第二の問題は、身上監護の中身です。第一の課題とも関

連するのですが、最近、身上監護義務の遂行というより、

身上監護権の行使とでも言いたいような本人の意思によ

らない福祉的介入を目的とした制度利用が見られます。介

 終わりに終わりに終わりに終わりに        
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護保険についていえば、そもそも、支援する家族がいない

高齢者が福祉サービスを必要とするにもかかわらず、それ

を認識せず、介入を拒んでいるようなときは、市区町村長

による行政措置でサービスを提供することになっていま

す。しかし、実際には、市区町村が地域包括支援センター

を動かしてはなれたところにいる親族に後見の申請をさ

せ、代理権の行使によって介護サービスを導入することが

しばしばあります。私には、これは代理権の行使によって、

自己決定もどきの体裁を整え、行政措置に伴う様々な責任

から、行政が責任逃れしているように見えてしかたないの

です。特に、地域で生活している単身の障害者をその意に

反して、グループホームや特別養護老人ホームなどの施設

に入居させる場合は、憲法が保障する居所移動の自由とい

う基本的人権を制限するのですから、安易な代理契約で済

ませていいことではないと私は思います。小賀野教授には、

こうした身上監護という機能がもつ役割と問題点につい

てお話しいただきました。 

 第三は、身上監護を主たる目的とする制度利用ができる

ような背景が整ったとして、資産のない単身の障害者がど

うやって後見人等を見つけ出すかという問題です。弁護士

会、司法書士会、社会福祉士会などが、職業後見人を紹介

する団体を設立していますが、いずれにしてもそれなりの

費用がかかります。生活保護や、小額の年金でぎりぎりの

生計を立てているような場合、弁護士や司法書士のような

職業後見人を利用することは困難です。そこで最近注目さ

れているのが、社会福祉協議会による法人後見や、社会貢

献型後見人の養成です。たとえば、東京都では毎年、東京

都内の区市から推薦された社会貢献型後見人候補の研修

を行い、終了後には弁護士、司法書士などの職業後見人の

補助をするなどの方法で実習を行い、そうした人材をプー

ルして各市区と家庭裁判所が協力して必要な時、廉価で後

見人等を引き受けてもらうという制度を数年前から継続

しています。こうした試みとは別に、東京、大阪、神奈川

などには地区の社会福祉協議会が中心になって、資産が少

ない、家族支援を受けにくい障害者、高齢者を支援する実

践を長年にわたって積み上げている自治体もあります。田

邉先生は、東京都世田谷区におけるそうした先進的な試み

に長年携わっていらっしゃいました。今日はそうした実践

的な知見についてお話しいただきました。 

 このシンポジウムは、日本司法精神医学会が行う、最初

の民事司法に関連した行事でした。3 人の演者の先生方に

はご多忙のところを、快く講演をお引き受けいただき、熱

のこもったお話を頂きました。フロアーの皆様も、積極的

に議論にご参加いただきシンポジウムを盛り上げていた

だきました。主催者の力不足で、参加者の数が少なかった

ことが悔やまれますが、この報告書を通じて、シンポジウ

ムの成果が、皆様のお手元に届けられることを大変うれし

く思います。これを機会に、我が国における成年後見制度、

障害者の生活を支援する様々な福祉制度についての議論

が深まり、よりよい福祉社会が築かれていくことを祈念し

ております。 

 このシンポジウムの開催にあたっては、ユニベール財団

から多大なご寄付を頂きました。準備から報告書の作成ま

で、私どもの仕事が滞りなく進んだのは、ユニベール財団

の御理解、ご支援のたまものです。 

 最後に、演者の方々、ご参加いただいた聴衆の皆様、シ

ンポジウムの開催をご後援いただいたユニベール財団、シ

ンポジウムを支えてくださった多くのスタッフに心から

感謝を申し上げ、報告書を閉じたいと思います。ありがと

うございました。 

平成 23 年 1月 31 日  
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